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○大町市公営簡易水道条例施行規則 

平成１７年１１月４日 

規則第３９号 

改正 平成２１年３月３１日規則第１３号 

平成２２年３月３０日規則第３号 

平成２６年２月１８日規則第４号 

平成２６年１２月１８日規則第３６号 

平成２７年３月２０日規則第７号 

平成２８年３月２９日規則第９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大町市公営簡易水道条例（平成１７年条例第６３号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（使用許可等の申請及び届出） 

第２条 条例第６条第１項及び第７条第３項並びに第１９条第１項及び同条第３項

の届出は、様式第１号から様式第８号までによる。 

（工事施行手続等） 

第３条 条例第６条の規定により、指定給水装置工事事業者による給水装置工事を施

行しようとするときは、給水装置工事申請書（様式第１号）２通を市長に提出する

ものとする。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、現場調査をし、承認又は不承認の通知をす

るものとする。 

３ 条例第７条第１項の規定により、指定給水装置工事事業者が修繕工事を施行した

ときは、修理報告書（様式第１０号）１通を翌月末まで市長に提出するものとする。 

４ 条例第７条第３項の規定による検査は、埋戻し前に給水装置工事しゅん工届書

（様式第２号）１通を提出し、検査完了後埋戻しするものとする。 

（指定給水装置工事事業者） 

第４条 条例第７条第１項の指定給水装置工事事業者は、大町市水道給水条例（昭和

３０年条例第１６号）の例により市長が指定した者とする。 

（水道料の減免） 

第５条 条例第２９条に規定する特別な理由とは、次に掲げるものとする。 

（１）不可抗力による故障の漏水で、その事実を市長が認めた漏水に係るもの 

（２）その他特別の事情があるもの 

２ 前項の規定により料金の減免を受けようとする者は、減免申請書（様式第９号）

を提出しなければならない。 

（身分証明書） 

第６条 条例第３３条第２項に規定する証明書は、様式第１１号による。 

（私設消火栓の封かん） 

第７条 条例第３４条の規定による私設消火栓の封かんは、止水栓の部分又はバルブ

を針金にて緊結し、その部分に鉛塊を押圧し、別記の標識を打ち印するものとする。 

（給水停止） 

第８条 条例第３５条の規定による給水停止処分をしようとするときは、停水予告書
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を交付するものとする。 

２ 前項の停水予告書が交付不能のときは、市長が指定した掲示場に公告することに

よって効力を生ずるものとする。 

（建造物等の給水基準） 

第９条 一時に多量の水を使用するとき、又は２階以上の建築物に給水するとき、そ

の他必要があると認めるときは、受水槽の設置を指示することができる。 

附 則 

この規則は、平成１８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日規則第１３号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３０日規則第３号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年２月１８日規則第４号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月１８日規則第３６号） 

この規則は、平成２７年２月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２０日規則第７号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２９日規則第９号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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別記（第７条関係） 

直径１３ミリメートル 

表 裏 
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別記（第７条関係） 

様式第１号（第２条、第３条関係） 

様式第２号（第２条、第３条関係） 

様式第３号（第２条関係） 

様式第４号（第２条関係） 

様式第５号（第２条関係） 

様式第６号（第２条関係） 

様式第７号（第２条関係） 

様式第８号（第２条関係） 

様式第９号（第５条関係） 

様式第１０号（第３条関係） 

様式第１１号（第６条関係） 

 


